
令 和 ３ 年
２月２日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
（
港
湾
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
水
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
労
委
公
告

山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

山
水
優
有
輝

岩
国
市
麻
里
布
町
四
丁
目
二
〇
番
八
号

令
和
二
、
一
二
、
二
三

山
口
県
告
示
第
三
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
を
承
認
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
日

徳
山
下
松
港
港
湾
管
理
者

山
口
県

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

埋
立
区
域

㈠

位
置

周
南
市
晴
海
町
一
一
番
及
び
一
二
番
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
⚑
の
地
点
か
ら
⚖
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
⚑
の
地
点
と
⚖
の
地
点
を
結
ぶ
平

成
二
年
十
月
十
九
日
付
け
指
令
港
湾
第
五
〇
一
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面

と
の
境
界
線
（
Ｄ
．
Ｌ
．
＋
三
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域

⚑
の
地
点

周
南
市
大
字
富
田
字
仙
島
の
仙
島
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
三
六
・
五
五

五
四
秒
東
経
一
三
一
度
四
六
分
〇
〇
・
三
八
〇
二
秒
）
（
以
下
「
基
準
点
」
と
い

う
。
）
か
ら
一
四
三
度
二
九
分
一
七
秒
二
二
一
一
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚒
の
地
点

⚑
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚓
の
地
点

⚒
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
五
八
分
四
四
秒
二
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚔
の
地
点

⚓
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚕
の
地
点

⚔
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⚖
の
地
点

⚕
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
五
九
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

二
、
六
七
七
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

周
南
市
晴
海
町
一
〇
番
か
ら
一
二
番
ま
で
の
地
内
及
び
こ
れ
ら
の
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ん
だ

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
か
ら
一
四
五
度
三
二
分
五
〇
秒
二
〇
三
五
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
四
五
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
五
八
分
四
四
秒
二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
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⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
度
五
八
分
四
四
秒
一
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
九
九
、
四
四
〇
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

埠ふ

頭
用
地

四

承
認
を
受
け
た
者

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
長

五

承
認
の
年
月
日

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

公

告

（
二
七
）
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
四
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

ま
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
内
海
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー

山

口

市

山
口
県
外
海
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー

長

門

市

山
口
県
外
海
第
二
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー

阿
武
郡
阿
武
町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
山
口
県
栽
培
漁
業
公
社

山
口
市
秋
穂
東
五
一
七
九
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

労
働
委
員
会

公

告山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
三
年
一
月

二
十
日
現
在
の
山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
三
年
二
月
二
日

山
口
県
労
働
委
員
会
会
長

近

本

佐
知
子

氏

名

略

歴

近
本
佐
知
子

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

有
田

謙
司

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

西
南
学
院
大
学
法
学
部
教
授

通
山

和
史

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

濵
﨑

大
輔

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

平
中

貫
一

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

山
口
大
学
経
済
学
部
名
誉
教
授

伊
藤

正
則

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
会
長

德
野

啓
範

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
基
幹
産
業
労
働
組
合
連
合
会
山
口
県
本
部
委
員
長

中
元

直
樹

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
事
務
局
長

桝
本

康
仁

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
山
口
県
本
部
執
行
委
員
長

山
本

章
宏

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
山
口
県
支
部
支
部
長

岡
藤
智
加
子

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
岡
藤
組
代
表
取
締
役
社
長

久
戸
瀬
泰
司

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

二
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田
村

充
正

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

萩
ブ
ラ
ン
ド
協
同
組
合
理
事
長

爲
近
美
由
紀

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

宇
部
興
産
機
械
株
式
会
社
顧
問

西
田

隆
男

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

山
口
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

中
村
友
次
郎

前
山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

山
元

浩

前
山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

入
谷

珠
代

前
山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

羽
嶋

等

前
山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

武
林

正
治

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

岡
本

操

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

二
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令
和
三
年
二
月
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
二
月
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


